
特別支援教育における教育環境の整備について

１

特別支援教育の考え方

特別支援教育の多様な学びの場

○ 難聴・言語及び発達障害・情
緒障害のある児童等が対象

○ 教科指導は在籍する通常の
学級で実施

○ 週１～８時間程度、個別に障
害に応じた自立活動等の指導

○ Ｈ３０から高校でも制度化

○ 視覚,聴覚,病弱,肢体不自由
知的障害のある児童等が対象

○ 少人数学級編制

○ 特別支援学校の学習指導要
領に基づく教科指導

○ 学習や生活上の困難を改善
するための自立活動等

■ 中央教育審議会報告（Ｈ２４．７報告）
・ 共生社会の形成に向けて、障害者の権利に関する条約に基づくインクル
ーシブ教育システムの理念が重要であり、その構築のため特別支援教育を
着実に進めていく必要がある。
・ インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求す
るとともに多様な学びの場を整備することが重要

■ 特別支援教育の推進について（Ｈ１９．４文部科学省通知）
・ 特別支援教育は、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その
持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指
導及び必要な支援を行うもの
・ 知的な遅れのない発達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生
徒が在籍する全ての学校において実施されるもの

通常の学級 通級による指導 特別支援学級 特別支援学校

連続性のある多様な学びの場

連続性 連続性 連続性

ことば（発音）の指導 作業学習教室環境（刺激への配慮）の工夫 国語（冬休みの作文）の指導

戸棚の目隠し、前面の
掲示等をすっきりと

○ 特別な教育的支援を要する
児童等が在籍
（Ｈ２５県教委の調査１０．７％ ）

○ ユニバーサルデザインの視点
を取り入れたわかりやすい授業

○ 学習活動における困難さに応
じた個への指導方法等の工夫

○ 視覚,聴覚,病弱,肢体不自由,
知的障害,自閉症・情緒障害の
ある児童等が対象

○ １学級８名の少人数学級編制

○ 通常の教科指導の他、特別
の教育課程による指導

○ 自立活動と下学年の教科指導

小中学部 高等部

一般学級 ６名 ８名

重複学級 ３名

重度



〇障害者の権利に関する条約批准【H26.1】

（インクルーシブ教育システム・合理的配慮）

〇学校教育法の一部改正【H19.4】

（特別支援教育が法令に位置づけられる）
〇学校教育法施行令改正【H25.9.】
（就学先決定の仕組みの見直し）

〇障害者基本法改正【H23.8】
〇障害者差別解消法施行【H28.4】

特別支援教育の対象となる児童生徒数の推移と将来推計

２

将来推計埼玉県 特別支援教育（全ての障害種）の対象となる児童生徒数の推移
過去５か年の小１児童数と進級・進学時の増加
を分析した結果から、今後１０年間を推計

特別支援学校では、知的障害
特別支援学級では、知的障害学級、自閉症・情緒障害学級 増加が顕著
通級指導教室では、発達障害・情緒障害教室

（人）

○ 児童生徒数の増加の主な背景

（１）特別支援教育に関する理解の浸透
（２）特別支援教育の専門性の向上
（３）特別支援学校の就労への期待

6,971

14,634

【H19.4】学校教育法の一部改正（特別支援教育を法令に位置づけ） 【H25.9】学校教育法施行令改正（就学先決定の仕組みの見直し）

【H19.9】障害者の権利に関する条約署名 【H26.1】障害者の権利に関する条約批准

【H23.8】障害者基本法改正 【H28.4】障害者差別解消法施行

※【H17.4】発達障害者支援法の施行 【H28.8】発達障害者支援法の改正

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

特別支援教育を取り巻く社会の動向



特別支援教育の環境整備に関する現状と課題

１ 特別支援学校における現状と課題

○ 知的障害特別支援学校の児童生徒の増加
・受入人数を１，１０２人上回る５,８９６人が在籍し、特に
県南部や県東部地域の増加が顕著
・県立特別支援学校における過密化への対応状況

○ 肢体不自由特別支援学校における児童等や保護者の
通学の負担軽減

○ 視覚障害、聴覚障害、病弱特別支援学校の児童生徒
数は一定の幅の中で推移

２ 小・中学校、高等学校における現状と課題

○ 通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とす
る児童生徒の割合が１０．７％

○ 通級による指導を受けている児童生徒数は、Ｈ３０年
度３，８８４人（３０８教室）とＨ１９年度から２．０倍の増

○ Ｈ２９、３０年度は、特別支援学級に在籍する児童生徒
が毎年度６００人を超える大幅な増加

○ 高等学校における通級の研究をＨ３０年度からモデル
校（４校）で実施。研究成果を活かした導入推進が課題

３ 人材育成等に関する現状と課題

○ 今後の児童生徒の増加も見据え、専門的な指導力を有
する人材の育成が急務

○ 特別支援学校教諭免許状保有状況（Ｈ３０．５．１現在）

○ 異校種間の人事交流は、人材育成の観点から一層の
取組が必要

○ 年次研修や特定研修、専門研修など体系的な研修や
巡回支援の充実

３

特別支援教育の環境整備に向けた取組の方向性

１ 特別支援学校における教育環境の整備

【平成３１年度からの取組】
知的障害特別支援学校
○ 知的障害特別支援学校と高校内分校の新設
・戸田翔陽高校敷地内の新設特別支援学校（H33開校）

・松伏高校内に置く県東部地域高等部分校（H33開校）

・旧岩槻特別支援学校の施設を活用した県東部地域
特別支援学校（仮称） （H35開校）

○ 高校内分校の地域別ニーズ調査と設置計画の検討

○ 今後の新設校や高校内分校の設置計画を踏まえて、
さらなる新設校の設置や校舎の増築等を検討

肢体不自由特別支援学校
○ 通学負担の軽減などの調査研究

２ 小・中学校、高等学校における教育環境の整備

【平成３１年度からの取組】
小・中学校
○ 通級指導教室及び特別支援学級の設置の働きかけ

○ 個別の教育支援計画や個別の指導計画に基づく、き
め細やかで継続的な指導を促進

○ 全ての市町村で特別支援教育の推進に関する計画策
定への働きかけ

高等学校
○ 研究モデル校４校（Ｈ３０～３１）で実施形態、人的環境
の整備などについて検討

○ 生徒の教育的ニーズを踏まえ、必要とする学校へ通級
による指導の導入を推進

３ 人材育成等の教育環境の整備

【平成３１年度からの取組】
○ 特別支援学校教諭免許状の保有率の向上
・県が行う教育職員免許法認定講習の受講枠の拡大

・未保有の者へ、管理職から認定講習の受講や大学等
による単位取得の働きかけ

○ 異校種間の計画的な人事交流の推進
・小中学校、高等学校との人事交流計画の策定と実施

○ 研修等の充実
・管理職、教職員の経験に応じた研修内容の見直し

・障害特性に応じたＩＣＴの活用ができる人材の育成

・特別支援教育推進専門員による巡回支援の充実

特別教室等を転用
１つの普通教室を間仕切りして
複数の学級で使用

平成２９年度 １８８室 ４０室

県立特別支援学校
市町村立学校 担当教員

（通級指導・特別支援学級）

埼玉県
（全国）

７２．８％
（７６．６％）

３３．８％
（３０．７％）



４

特別支援学校卒業生の自立と社会参加に向けて

多角的な就労支援の充実を図り、生徒の企業就労を実現

■ 県立特別支援学校生徒の就労定着率■ 県立特別支援学校の企業就労数及び就労率の推移

・ 卒業した３年後においても、約８割が卒業時に
就職した事業所等で就業
・ 離職後についても、ほとんどの者が再就職

特別支援学校高等部卒業時に、一般就労を希望する生徒の３４１人（Ｈ１９比２．６倍）が一般就労を実現（平成２９年度）

目標

取組

３Ｄ意識向上民間研修の実施
○ 特例子会社等の就労先で、3日間の体験研修をとおして、
意識改革と職業教育の充実

就労支援アドバイザーの配置
○ 特例子会社幹部等の就労支援アドバイザーから、学校、
生徒、保護者への指導、助言、相談

卒業生による説明会・講演会等の実施
○ 就労し活躍する卒業生等を講師とした実践報告

企業向け学校公開の実施
○ 経済６団体との連携強化、就労担当者の理解啓発と職域拡大

就労・進路指導連絡会
○ 産業労働部と連携し、県内４ブロックに設置

○ 就労支援や職場定着の情報交換やネットワークづくり

企業・生徒・保護者・学校による四者面談
○ 埼玉労働局主催事業

○ 早い段階からの就労への意識の向上

職業教育の充実と理解啓発の取組 関係機関・企業との連携の取組

成果

※ 就労率＝（企業へ就労した卒業生の人数）÷（全卒業生の人数）

（％）
（H27.3月卒業生の定着状況に関する調査）

（H28.3） （H29.3） （H30.3）



５

参考資料

■ 全国の特別支援教育の対象児童生徒数■ これまでの教育環境整備の取組

番号 年度 学校名 障害種別等 所在地 整備方法

① １９ さいたま桜高等学園 知的障害・高等部 さいたま市 県有施設の活用

② １９ 羽生ふじ高等学園 知的障害・高等部 羽生市 県有施設の活用

③ ２０ 川越たかしな分校 知的障害・高等部 川越市 高校の余裕教室の活用

④ ２０ さいたま西分校 知的障害・高等部 さいたま市 高校の余裕教室の活用

⑤ ２０ 草加分校 知的障害・高等部 草加市 高校の余裕教室の活用

⑥ ２１
上尾かしの木
特別支援学校

知的障害・小中高等部 上尾市
再編整備に伴う
高校施設の活用

⑦ ２２
所沢おおぞら
特別支援学校

知的障害・小中高等部
肢体不自由・小中高等部

所沢市
再編整備に伴う
高校施設の活用

⑧ ２３
深谷はばたき
特別支援学校

知的障害・小中高等部 深谷市
再編整備に伴う
高校施設の活用

⑨ ２４
蓮田特別支援学校
（肢体不自由教育部門）

肢体不自由・小中高等部 蓮田市 余裕教室の活用

⑩ ２５
草加かがやき
特別支援学校

知的障害・小中高等部 草加市 市立小学校施設の活用

⑪ ２８
入間わかくさ
高等特別支援学校

知的障害・高等部 入間市
再編整備に伴う
高校施設の活用

○ 平成１９～平成２８年度で、知的障害特別支援学校１０校（高校内分校を含む）を設置し、
肢体不自由教育部門を１校に整備
○ 高等特別支援学校や高校内分校の設置など、特色ある学校づくり

○ 一人ひとりの教育的ニーズに合わせた指導の充実や支援の充実や、施策法令等
の整備により、特別支援教育への社会的な理解や認識の変化
○ 職業教育の充実、関係機関と連携した就労支援による就労への期待感の高まり

（文部科学省資料）



■ 特別支援学校

■ 小学校・中学校（特別支援学級）

■ 小学校・中学校（通常の学級及び通級指導教室）

○特別支援学級の児童生徒数のこれまでの推移

○特別支援学校の幼児児童生徒数のこれまでの推移

○特別支援学級の児童生徒数の推計

○知的障害特別支援学校の児童生徒数の推計

○通級指導教室の児童生徒数のこれまでの推移○通常の学級の児童生徒数のこれまでの推移

397,851 397,646 395,189 391,675 387,640 382,198 379,030 375,943 373,699 372,267 371,369 370,010 

187,761 187,571 188,458 186,824 188,153 187,081 186,265 185,972 185,028 183,270 180,411 177,051 

0

150000

300000

450000

600000

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
小学校 中学校

1,927 1,993 2,179 2,229 
2,629 2,695 2,814 3,004 3,066 3,168 3,329 3,502 

54 54
65 75

100 137 184
238 268 276

304
374

9 6
10 7

7 8
8

8 7 5
9

8

0

1000

2000

3000

4000

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
通級（小） 通級（中） 坂戸ろう学園

2,790 3,011 3,189 3,355 3,483 3,648 3,836 4,008 4,314 4,878 5,424 6,057 1,389 1,508 1,682 1,853 1,946 2,022 2,048 2,141 2,320 2,412 2,504 
2,615 

0

3000

6000

9000

12000

15000

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

特学（小） 特学（中）

6,713 7,342 7,945 8,387 8,691 8,793 8,744 8,654 8,580 8,491 

2,898 
3,270 

3,607 
4,009 4,443 5,010 5,513 5,905 6,054 6,045 

0

3000

6000

9000

12000

15000

H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40

特学（小） 特学（中）

1,885 1,917 1,923 1,890 1,845 1,726 1,666 1,643 1,630 1,613 

1,225 1,308 1,402 1,453 1,503 1,578 1,600 1,616 1,584 1,563 

3,073 3,156 3,257 3,399 3,514 3,628 3,662 3,712 3,742 3,732 

0

2000

4000

6000

8000

H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40

小学部 中学部 高等部

参考データ

知的障害特
別支援学校
のみ推計

特学推計

計547,061計585,612

計1,990

計3,884

計4,179

計8,672

計11,552

ピーク
計14,634 計14,536

計6,582 計6,908
ピーク
計6,971

1,580 1,652 1,694 1,755 1,853 1,895 1,991 2,088 2,192 2,331 2,397 2,526 
1,047 1,107 1,166 1,228 1,266 1,305 1,356 1,435 1,439 1,451 1,496 1,526 1,975 2,134 2,360 2,524 2,704 2,905 3,068 3,152 3,165 3,220 3,309 3,370 

112 123 120 118 91 89 98 100 99 91 90 97

0

2000

4000

6000

8000

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

小学部 中学部 高等部 その他（幼稚部、専攻科）

計4,714

計7,519

６



義務教育段階

総数 児童生徒数 割合 児童生徒数 割合 児童生徒数 割合

1 北海道 379,635 2,153 0.57% 12,937 3.4% 4,934 1.3%

2 青森 94,024 870 0.93% 2,115 2.2% 624 0.7%

3 岩手 94,596 805 0.85% 2,126 2.2% 1,329 1.4%

4 宮城 180,292 1,162 0.64% 3,073 1.7% 2,836 1.6%

5 秋田 68,347 658 0.96% 1,083 1.6% 548 0.8%

6 山形 84,606 591 0.70% 1,632 1.9% 1,273 1.5%

7 福島 144,619 1,273 0.88% 3,193 2.2% 1,105 0.8%

8 茨城 233,259 2,450 1.05% 8,520 3.7% 1,027 0.4%

9 栃木 158,290 1,431 0.90% 4,230 2.7% 2,429 1.5%

10 群馬 158,723 1,224 0.77% 2,991 1.9% 2,997 1.9%

11 埼玉 568,356 4,055 0.71% 7,931 1.4% 3,686 0.6%

12 千葉 481,955 3,267 0.68% 10,041 2.1% 5,411 1.1%

13 東京 921,530 6,971 0.76% 10,320 1.1% 18,728 2.0%

14 神奈川 698,077 3,434 0.49% 15,544 2.2% 6,922 1.0%

15 新潟 170,774 1,147 0.67% 5,860 3.4% 2,439 1.4%

16 富山 81,178 712 0.88% 1,490 1.8% 1,810 2.2%

17 石川 92,053 733 0.80% 1,287 1.4% 919 1.0%

18 福井 65,215 507 0.78% 1,164 1.8% 690 1.1%

19 山梨 64,777 546 0.84% 1,279 2.0% 805 1.2%

20 長野 170,137 1,372 0.81% 6,597 3.9% 1,209 0.7%

21 岐阜 168,204 1,229 0.73% 3,685 2.2% 3,551 2.1%

22 静岡 298,329 2,866 0.96% 5,520 1.9% 2,629 0.9%

23 愛知 629,500 3,454 0.55% 10,855 1.7% 5,049 0.8%

24 三重 147,199 877 0.60% 4,361 3.0% 872 0.6%

25 滋賀 125,562 1,262 1.01% 3,681 2.9% 1,398 1.1%

26 京都 198,795 1,363 0.69% 3,405 1.7% 4,070 2.0%

27 大阪 679,265 4,874 0.72% 28,665 4.2% 4,083 0.6%

28 兵庫 444,951 2,589 0.58% 8,636 1.9% 2,675 0.6%

29 奈良 109,183 835 0.76% 3,665 3.4% 663 0.6%

30 和歌山 73,235 835 1.14% 1,978 2.7% 711 1.0%

31 鳥取 45,350 392 0.86% 1,471 3.2% 497 1.1%

32 島根 53,565 425 0.79% 1,307 2.4% 1,156 2.2%

33 岡山 155,879 1,136 0.73% 6,381 4.1% 2,022 1.3%

34 広島 230,908 1,360 0.59% 6,128 2.7% 1,842 0.8%

35 山口 105,564 962 0.91% 2,692 2.6% 2,110 2.0%

36 徳島 55,535 507 0.91% 2,147 3.9% 611 1.1%

37 香川 79,297 624 0.79% 1,826 2.3% 364 0.5%

38 愛媛 107,245 799 0.75% 2,383 2.2% 1,628 1.5%

39 高知 52,234 434 0.83% 1,586 3.0% 161 0.3%

40 福岡 419,581 3,297 0.79% 10,245 2.4% 3,118 0.7%

41 佐賀 72,293 644 0.89% 2,404 3.3% 971 1.3%

42 長崎 109,722 772 0.70% 2,070 1.9% 2,104 1.9%

43 熊本 147,828 879 0.59% 4,819 3.3% 1,151 0.8%

44 大分 91,163 736 0.81% 1,957 2.1% 413 0.5%

45 宮崎 93,014 779 0.84% 2,199 2.4% 983 1.1%

46 鹿児島 138,383 1,336 0.97% 4,001 2.9% 1,191 0.9%

47 沖縄 150,426 1,175 0.78% 4,643 3.1% 1,202 0.8%

9,892,653 71,802 0.73% 236,123 2.4% 108,946 1.1%合計

都道府県名
特別支援学校 特別支援学級 通級による指導

７

参考資料

■ 平成２９年度 全国の特別支援教育の対象児童生徒数

（Ｈ２９学校基本調査より ※国公私立を合わせた児童生徒数）

○ 特別支援学校
・ 埼玉県の児童生徒数の在籍割合は、０．７１％で、全国平均０．７３％とほぼ同じ。
・ 児童生徒数の割合が最も高い県は、和歌山県で１．１４％
・ 〃 最も低い県は、神奈川県で０．４９％

○ 特別支援学級
・ 埼玉県の児童生徒数の在籍割合は、１．４％で、全国平均２．４％を下回る。
・ 児童生徒数の割合が最も高い県は、大阪府で４．２％
・ 〃 最も低い県は、東京都で１．１％、次いで石川県、埼玉県の１．４％
※東京都では、特別支援教室（通級指導教室）を全ての小・中学校に設置予定

○ 通級による指導
・ 埼玉県の児童生徒数の在籍割合は、０．６％で、全国平均１．１％を下回る。
・ 児童生徒数の割合が最も高い県は、富山県、島根県で２．２％
・ 〃 最も低い県は、高知県で０．３％

■ 埼玉県の特別支援学級及び通級指導教室の設置促進の取組

○ 第２期教育振興基本計画に「特別支援学級や通級指導教室の設置促進」を位置付け、
取り組んでいる。

○ 特別支援学級については、県全体の設置率８０％を目標に市町村教育委員会へ働き
掛け、平成２９年度には７８．８％と目標近くまで設置率が向上した。

○ 通級指導教室については、平成２４年度の２１７教室から平成２９年度の２９５教室へ、
この５年間で７８教室増加した。

目標値 80.0％

★

（％）
特別支援学級設置率の推移


